
事  務  所  の  写  真（１）  

 

                                                □本店 

                        □支店・営業所等 

                        （事務所名：          ） 
  

撮影日：令和  年  月  日  

１  事務所建物の全景 

・事務所使用部分だけでなく、建物全体を撮影してください。  
・上下端から左右端まで切れのないように撮影してください。  
・１枚に収まらない場合は、複数枚に分けて撮影してください。  

     ・ビル等の一室を事務所としている場合、ビル等に掲示してある案内板も撮影してください。  
 
 
 
 
 
【写真例１】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・鮮明に印刷されたカラー写真で必ず３ヶ月

以内に撮影したものを添付してください。  
・提出された写真で免許要件を満たすことが

確認できない場合、追加撮影を求める場合が

あります。  

上下端から左右端まで切れのないように  

建物全体を撮影してください。  
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【写真例２】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１枚に収まらない場合は、  

複数枚に分けて  

撮影してください。  

ビル等の一室を事務所としている場合、

ビル等に掲示してある案内板も  

撮影してください。  

事務所がビル内等にある場合

又は自宅の一室を事務所とす

る場合には、建物入口から事

務所までたどれるように、『通

路・階段・エレベーター等の写

真』を添付してください。  
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事  務  所  の  写  真（２）  

 

                                                □本店 

                        □支店・営業所等 

                        （事務所名：          ） 

２  事務所の入口  
・入口を正面から撮影してください。 

   ・事務所の入口に商号又は名称を掲示し、商号が判読できるよう撮影してください。  
法人業者は、株式会社・有限会社等（(株)・(有)等の略称可）を含めた商業登記簿に登記された  
商号を掲示してください。  

   ・個人業者は、免許申請書第一面の「商号又は名称」に記入した名称を掲示してください。  
   ・従たる事務所の場合、商号又は名称に加え、申請した事務所名の表示が必要です。  
 

【写真例１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真例２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商号又は名称を掲示し、  

判読できるように  

撮影してください。  
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事  務  所  の  写  真（３）  

 
 

                                                □本店 

                        □支店・営業所等 

                        （事務所名：          ） 

 ３  事務所の内部 

・事務所内の状況が確認できるように、さまざまな方向から撮影してください。  
・カーテン、ブラインド等は開けた状態で撮影してください。 

     ・パソコン等の事務機器を含めた『事務スペース』及び『接客スペース』が確認できるように  
撮影してください。  
※固定電話が写った写真を必ず添付してください。  
※事務所内の状況が確認できるように写真は多めに添付してください。  

     貼りきれない場合は、この台紙をコピーして使用してください。 

【事務スペース】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真の枚数に制限はありません。  

さまざまな方向から撮影し、  

複数枚添付してください。  

複数枚のうちの１枚には、必ず  

固定電話を写してください。  
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事  務  所  の  写  真（３）  

 
 

                                                □本店 

                        □支店・営業所等 

                        （事務所名：          ） 

 ３  事務所の内部 

・事務所内の状況が確認できるように、さまざまな方向から撮影してください。  
・カーテン、ブラインド等は開けた状態で撮影してください。 

     ・パソコン等の事務機器を含めた『事務スペース』及び『接客スペース』が確認できるように  
撮影してください。  
※固定電話が写った写真を必ず添付してください。  
※事務所内の状況が確認できるように写真は多めに添付してください。  

     貼りきれない場合は、この台紙をコピーして使用してください。 

【接客スペース】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真の枚数に制限はありません。  

さまざまな方向から撮影し、  

複数枚添付してください。  
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事  務  所  の  写  真（４）  

 

                                                □本店 

                        □支店・営業所等 

                        （事務所名：          ） 

４  業者票・報酬額表（新規申請は添付不要です。） 

・『業者票』及び『報酬額表』のいずれも、遠目から撮影した写真と、近くから撮影した写真の 

 ２種類を添付してください。 

・遠目写真：来客者にわかりやすい場所に掲示されているかを確認するための写真です。 

事務所の入口や接客スペース等に掲示されていることがわかるように、周りの風景も含めて撮影 

してください。 

・拡大写真：業者票には正しい内容が記載されているか、報酬額表は改正後の最新書式を掲示して 

いるかを確認するための写真です。いずれも、文字が読めるように近くで撮影してください。 

※変更届に添付する写真の場合、業者票は変更後の情報に書き換えてから撮影してください。 

【遠目写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【遠目写真】 

『業者票』と『報酬額表』が  

来客者にわかりやすい場所に  

掲示してあるかを確認します  

ので、周りの風景も含めて  

撮影してください。  

 

【遠目写真】 

一方向からだけでなく、  

他の角度から撮った写真も  

添付してください。  
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事  務  所  の  写  真（４）  

 

                                                □本店 

                        □支店・営業所等 

                        （事務所名：          ） 

４  業者票・報酬額表（新規申請は添付不要です。） 

・『業者票』及び『報酬額表』のいずれも、遠目から撮影した写真と、近くから撮影した写真の 

 ２種類を添付してください。 

・遠目写真：来客者にわかりやすい場所に掲示されているかを確認するための写真です。 

事務所の入口や接客スペース等に掲示されていることがわかるように、周りの風景も含めて撮影 

してください。 

・拡大写真：業者票には正しい内容が記載されているか、報酬額表は改正後の最新書式を掲示して 

いるかを確認するための写真です。いずれも、文字が読めるように近くで撮影してください。 

※変更届に添付する写真の場合、業者票は変更後の情報に書き換えてから撮影してください。 

【拡大写真（業者票）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【業者票】 

正しい内容が記載  

されているかを確認

するため、文字が読

めるように近くで  

撮影してください。  

【更新申請の注意点】 

・記載内容が５年前のままでないか（古い情報を記載したままにしていないか）  

ご確認をお願いします。  

・記載内容に誤りがある場合は、正しい内容（最新の内容）に換えた上で撮影し  

てください。  

＜よくある記載内容の誤り＞ 

①前回更新後、免許証番号の括弧内の数字が書き換えられていない  

②前回更新後、免許有効期間が書き換えられていない  

③専任の宅地建物取引士の変更が反映されていない（変更があった場合のみ）  

【変更届の注意点】 

・変更前の情報のままでないか御確認をお願いします。  

・住所や電話番号等、変更後の情報に書き換えた上で撮影してください。  

撮影の際は、「宅地建

物取引業者免許証」と

お間違えの無いよう、

ご注意ください。 
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事  務  所  の  写  真（４）  

 

                                                □本店 

                        □支店・営業所等 

                        （事務所名：          ） 

４  業者票・報酬額表（新規申請は添付不要です。） 

・『業者票』及び『報酬額表』のいずれも、遠目から撮影した写真と、近くから撮影した写真の 

 ２種類を添付してください。 

・遠目写真：来客者にわかりやすい場所に掲示されているかを確認するための写真です。 

事務所の入口や接客スペース等に掲示されていることがわかるように、周りの風景も含めて撮影 

してください。 

・拡大写真：業者票には正しい内容が記載されているか、報酬額表は改正後の最新書式を掲示して 

いるかを確認するための写真です。いずれも、文字が読めるように近くで撮影してください。 

※変更届に添付する写真の場合、業者票は変更後の情報に書き換えてから撮影してください。 

【拡大写真（報酬額表）】 

 

【報酬額表】 

改正後の最新書式を掲示して  

いるかを確認するため、  

最終改正日が読めるように  
近くで撮影してください。  

【撮影の注意点】 

・令和 6 年 7 月 1 日時点における 

最終改正年月日は『令和 6 年 6 月 21 日』

です。 

・改正前の報酬額表を掲示している場合は、  

最新の報酬額表を国土交通省ホームペー  

ジ又は加入団体のホームページ等から  

最新の報酬額表をダウンロードし、  

差し替えた上で撮影してください。  
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９ ． 営 業 保 証 金 の 供 託 に つ い て

免許がされたら免許通知（ハガキ）が送られてきます。免許通知が届いたら、営業保証

金の供託手続きを（１）又は（２）により行ってください。

営業は手続きが完了した後でなければ開始できません。手続きが完了する前に営業を行

うと、業務停止･免許取消処分の対象となります。

（１）保証協会加入分担金の納入

（宅地建物取引業保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納入する）

宅地建物取引業保証協会（下記の２団体）は、国土交通大臣より指定された社団法

人で、社員（宅地建物取引業保証協会に加入した業者）に関してつぎの業務を行うこ

とが義務づけられています。

①宅地建物取引業にかかる苦情の解決

②宅地建物取引業に従事する業者に対する研修

③宅地建物取引業により生じた債権の弁済業務

（公社）全国宅地建物取引業保証協会 （公社）不動産保証協会
東京都千代田区岩本町 2 - 6 - 3 東京都千代田区紀尾井町3-30

（全宅連会館） （全日会館）

① 宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付してください。

納付すると、(２)の営業保証金の供託が免除されます。

主たる事務所 ６０万円
◇弁済業務保証金分担金の金額 の合計の金額

従たる事務所ごとに ３０万円

② 保証協会から県あてに弁済業務保証金が供託された旨の届出書が提出されます。

後日、免許証が交付（郵送）されます。

※宅地建物取引業保証協会の加入についての詳細は直接下記までお問い合わせください。

（公社）全国宅地建物取引業保証協会群馬本部 （公社）不動産保証協会群馬県本部

前橋市天川大島町１－４－３７ 前橋市新前橋町１９－２

ＴＥＬ ０２７－２４３－３３８８ ＴＥＬ ０２７－２５５－６２８０

- 40 -



（２）営業保証金の供託

（直接自分で供託する）

① 営業保証金を供託所に供託する。

主たる事務所 １，０００万円
◇供託金額 の合計金額

従たる事務所ごとに ５００万円

◇供託する場所・・・主たる事務所を管轄する法務局

② 「営業保証金供託済届出書」を土木事務所に提出してください。

届出書が提出された後、免許証が交付（郵送）されます。

提出書類 ・営業保証金供託済届出書（様式第７号の６）……正副２枚

４２ページの記載例を参照して書類を作成してください。

・供託書……供託手続きが終了したあとに法務局から交付されます。

・供託書のコピー

※上記（１）又は（２）の手続きは、免許がおりてから３カ月以内に行ってください。

手続きを怠ると免許を取り消されることがあります。

※上記（１）又は（２）の手続きを行うまで、営業は開始できません。

手続き前に営業を行うと、業務停止・免許取消処分の対象となります。

更 新 の 場 合 の 免 許 証 の 交 付

免許がされたら、免許通知（ハガキ）と一緒に免許証が送られてきます。

更新日（現在の免許証の有効期限）より前に免許証が届いても更新日までは以前の免許

番号で業務を行ってください。

更新日になっても免許証が届かない場合は、免許が更新されるまでは、以前の免許番号

で業務を行うことができます。
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書
が

あ
れ

ば
、

そ
の

写
し

で
も

可
。

）

 必
要

に
応

じ
て

、
賃

貸
契

約
書

の
写

し
や

間
取

り
図

等
の

提
出

を
求

め
る

こ
と

が
あ

る

 事
務

所
の

写
真

 事
務

所
を

使
用

す
る

権
原

に
関

す
る

書
面

3
 誓

　
約

　
書

 専
任

の
宅

地
建

物
取

引
士

の
宅

建
士

証
の

写
し

1
0

 略
　

歴
　

書

 身
分

証
明

書

9
 法

人
の

登
記

事
項

証
明

書
（
履

歴
事

項
全

部
証

明
書

）

2 8

 登
記

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

の
証

明
書

就 任
就 任

退 任

 宅
地

建
物

取
引

業
者

名
簿

登
載

事
項

変
更

届
出

書

 案
　

内
　

図

商 　 　 号 ・ 名 　 　 称

主 た る 事 務 所 の 所 在 地

7
 専

任
の

宅
地

建
物

取
引

士
設

置
証

明
書

4

役 　 　 　 　 　 　 員

就 任
退 任

政 令 使 用 人

専 任 宅 建 士

退 任

代 　 　 表 　 　 者

政 令 使 用 人

専 任 宅 建 士

設
　

置

事 務 所

廃 　 　 　 　 　 　 止

移 　 　 　 　 　 　 転

名 　 　 　 　 　 　 称

1
7

事
務

所
の

平
面

図
 フ

ロ
ア

全
体

の
平

面
図

を
用

意
 ビ

ル
や

自
宅

等
の

建
物

内
に

あ
る

場
合

は
、

建
物

の
一

階
部

分
に

つ
い

て
の

平
面

図
  

も
用

意
す

る
と

と
も

に
、

事
務

所
ま

で
の

行
き

方
も

示
す

こ
と

就 任
退 任

1 65

代  表  者

役 　 　 　 員

専 任 宅 建 士

氏
　

　
　

　
名

政 令 使 用 人

従
た

る
事

務
所

（
支

店
・
営

業
所

等
）

変
更

事
項

必
要

書
類
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itako-rika
四角形

itako-rika
タイプライターテキスト
４９０



- 49 -



- 50 -



- 51 -



- 52 -



- 53 -

itako-rika
四角形

itako-rika
テキストボックス


itako-rika
テキストボックス
(1)群馬県知事以外の知事免許業者は3部（正本2部・副本各1部）提出(2)大臣免許業者は1部（正本1部）提出  ※これとは別に、地方整備局へ2部（正本1部・副本1部）提出が必要です。
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itako-rika
テキストボックス
清
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